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１ 審議の経過

狛江市スポーツ推進計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度とな

っており、計画改定が必要となっているが、今後整備を予定している（仮

称）西和泉スポーツ施設の施設利用方針等のほか、国や東京都のスポーツ

への取組を盛り込んだ計画策定を踏まえて、計画期間の見直しを行いたい

として、令和７年７月 23 日付けで、狛江市教育委員会より諮問を受けた。

この諮問に対し、本審議会では、狛江市の「旧狛江第四小学校跡地整備

基本計画（令和７年３月）」、国の「第３期スポーツ基本計画（令和４年

３月）」及び、東京都の「東京都スポーツ推進総合計画（令和７年３月）」

の内容を鑑み、（仮称）西和泉スポーツ施設整備の進捗状況や、現在の社

会情勢等を踏まえ、審議をした。

２ 考察

■ （仮称）西和泉スポーツ施設については、令和 13 年度の施設供用開

始が予定をされており、基本設計・実施設計等により施設全容が整っ

た際に、利用方針の策定が必要になると考える。

■ 改定後の狛江市スポーツ推進計画には、（仮称）西和泉スポーツ施

設を活用したスポーツ活動の目的や種類等について、定義することが

必要であると考える。

■ 国の「第３期スポーツ基本計画（令和４年３月）」には、地方自治

体に期待される役割として「国民やスポーツ団体等のスポーツ活動を

支援するため、第３期計画を参酌してできる限り速やかに地方スポー

ツ推進計画を改定・策定することが期待される」とあり、「各地域が

有するスポーツ資源等を踏まえ、課題解決等に「スポーツの力」がど

のように寄与できるのかを検討し、各地域の実情に応じた計画を策定

することが望ましい」と記載があることから、改定後の狛江市スポー

ツ推進計画においても、国の第３期スポーツ基本計画に触れる必要が

あると考える。

■ 東京都スポーツ推進総合計画には、e スポーツへの考え方・取組が

示されているほか、スポーツにおける健康の維持・増進として、東京

都健康推進プランに結び付いた計画策定が行われており、「子供とス

ポーツ」「高齢者とスポーツ」「障害のある人とスポーツ」「女性と

スポーツ」など、幅広い考え方が示されている。改定後の狛江市スポ

ーツ推進計画においても、十分調査を行い、健康の維持・増進の視点

を盛り込む必要があると考える。

■ 国の第３期スポーツ基本計画では、成人の週１回以上のスポーツ実

施率が 70％になることを目指すこととしており、東京都スポーツ推進

総合計画においても、「政策の柱１ スポーツで輝く」の「指標２ 都

民のスポーツ実施率」について、令和 12 年度までの目標を 70％とし

ている。同様に現狛江市スポーツ推進計画おいても、「令和６年度末



までに市民のスポーツ実施率を 70％に引き上げる」としているが、令

和７年４月に実施した令和７年度狛江市前期基本計画の指標等に係る

市民アンケート調査報告書（抜粋）において、週１回以上のスポーツ

実施率は、67.4％となっており、「令和６年度末までに市民のスポー

ツ実施率を 70％に引き上げる」という目標値に到達していない状況と

なっている。以上を踏まえ、狛江市スポーツ推進計画の計画期間を延

伸し、まずは、「市民のスポーツ実施率を 70%に引き上げる」といっ

た目標の達成を目指す必要性はあると考える。

３ 結論

以上の考察から、（仮称）西和泉スポーツ施設の利用方針等と合わせ実

態に即した計画策定が望ましいことから、現在の狛江市スポーツ推進計画

を施設供用が予定されている前年度の令和 12 年度まで計画期間の延伸を

することが妥当と考える。また、（仮称）西和泉スポーツ施設の基本設計・

実施設計等の進捗状況や本市におけるスポーツを取り巻く環境の変化に応

じて、狛江市スポーツ推進計画の計画期間の再度の見直しが必要になった

場合は、改めて審議をされるよう、進言をする。

なお、国の第３期スポーツ基本計画及び東京都スポーツ推進総合計画を

参酌し、動向に注視をしながら、各種調査研究を進める必要があるものの、

喫緊に目標値を変更することは不要であることも申し添える。


